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（公募の場合）
応募要件

前年度補助事業
の主な実施概要

・間伐6.04ha
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補助金交付
による効果

（１)過密、荒廃林の集団間伐により、風害、病害虫に強い森林が造成される。
（２）良質材の生産と森林が持つ多面的機能の拡充が期待できる。
（３）搬出に伴う路網整備による間伐材の生産コスト低減に努めるとともに、間伐材の有効利用に
より、林家所得の向上など地域林業の振興に寄与する。
（４）放置林化の抑制と、林家の森林整備への意欲の向上。
（５）保育間伐（切り捨て間伐）から利用間伐（搬出間伐）への転換。
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福岡市森林組合 区分 その他の補助金

交付対象経費及び
補助金の算定方法

等
　□　定率

　特定間伐等促進計画に基づき行われる森林整備に対して事業費の１/２を国が
補助し，さらに市が１/４上乗せ補助するもの。

交　付　先 □　団体

       補助金調書

交付状況等
【上段：交付件数】

【下段：決算】
（※１）

当該年度 前年度 前々年度 前々々年度

担当課
（連絡先）

農林水産局農林部森林・林政課
(ＴＥＬ 092-711-4846　)

※１：金額総額であり、複数の団体等に交付している場合、個々の団体等への交付額等を示すものではあり
ません。また、当該年度は当初予算額を記載しております。

（公募の場合）
公募時期

補助金の目的
及び

補助対象事業

経過年数

　京都議定書の森林吸収量目標1,300万炭素トンを達成するため、特定間伐等を促進する「森林
の間伐等の実施の促進に関する特別措置法」が平成２０年に制定され、平成２４年度までの５年
間、美しい森林づくり基盤整備交付金事業が実施されることとなった。
　当該事業は、国が実行事業費の１／２を交付、さらに市町村の上乗せ補助も可能であることか
ら、本市においても従来、実施していた市単独の間伐促進事業について、当該交付金事業を活
用することにより、間伐を促進とともに間伐材の有効利用を図るもの。

補助開始年度

9,451

交付先決定方法 　　□　非公募

780

補助金名 美しい森林づくり基盤整備交付金事業補助金

3,075

H21 4年度 年度

780
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